
大田市告示第１２９号 

 

石見銀山世界遺産登録２０周年・発見５００年記念観光事業補助金交付

要綱を次のように定める。 

 

令和８年５月１５日 

大田市長 楫 野 弘 和   

 

石見銀山世界遺産登録２０周年・発見５００年記念観光事業補助金

交付要綱 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、市が「石見銀山遺跡とその文化的景観」の世界遺産

登録２０周年及び石見銀山発見５００年を迎えるにあたり、石見銀山と

その文化的景観エリアの体験価値の向上、誘客促進及び継続可能な観光

の基盤形成を図るため、必要な経費について予算の範囲内において補助

金を交付するものとし、その交付に関しては、大田市補助金等交付規則

（平成１７年大田市規則第４５号）に定めるもののほか、必要な事項を

定めるものとする。 

 （補助対象事業） 

第２条 補助金の交付対象となる事業（以下「補助事業」という。）は、

次の各号に掲げるいずれかの区分に該当し、かつ、次項に掲げる要件を

すべて満たすものとする。 

 (１) 体験コンテンツ造成型 石見銀山とその文化的景観エリア（大森、

温泉津、仁摩、三瓶等）の資源を活かした体験型・参加型の観光コン

テンツの造成、磨き上げ又は実証等により、周遊促進、滞在時間の延

伸、リピーターの増加及び満足度向上を図る事業。 

 (２) 誘客・広報推進型 石見銀山とその文化的景観エリア（大森、温泉

津、仁摩、三瓶等）全体の魅力を効果的に発信することで、来訪動機

の創出、周遊促進及びリピーターの増加を図るとともに市民が地域の

価値を再認識し、愛着や誇りを持って発信する誘客・広報活動に関す

る事業。 

２ 補助事業が満たすべき要件は、次のとおりとする。 

 (１) 観光分野における戦略の趣旨に沿ったものであり、本市への誘客促



進や地域内消費の拡大に繋がるものであること。 

 (２) 石見銀山等の価値や魅力を伝えるための工夫（ストーリーの活用や

情報発信の質の向上等）が含まれていること。 

 (３) 事業の実施効果を客観的に把握する視点を持ち、次年度以降の活動

改善に活かす意欲があること。 

 (４) 市、国、県その他の団体が実施する他の補助制度等と補助対象経費

が重複しないことを明確にすること。その際、事業全体の収支予算書

において他の補助制度等による財源内訳を明示し、それぞれの役割分

担が整理されていること。 

 (５) 施設の新築や大規模な改修等のハード整備を主目的とする事業で

ないこと。 

 (６)  第４条に規定する補助対象経費が５０万円を超える事業であるこ

と。 

 （補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、

市内に拠点を有する法人又は団体であって、補助事業を適切に実施する

ことができる体制を有するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助

対象者から除外する。 

 (１) 大田市暴力団排除条例（平成２４年大田市条例第１号）第２条に規

定する暴力団、暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者 

 (２) 市税等の滞納がある者 

 (３) 公序良俗に反する活動を行っている、又はその疑いがある団体等 

３ 同一の補助対象者が複数の事業を申請することを妨げない。ただし、

審査にあたっては事業実施体制の妥当性及び地域全体のバランスを考慮

するものとする。 

 （補助対象経費及び消費税の扱い） 

第４条 補助対象経費は、補助事業の実施に直接必要な経費とし、その範

囲は別に定める。 

２ 補助対象経費の算定にあたっては、消費税及び地方消費税を除外する

ものとする。 

 （補助対象期間） 

第５条 補助対象期間は、交付決定日から令和９年２月２８日までとする。



ただし、第９条第１項の規定により本要綱の適用日以降に事業着手した

と認められる場合は、当該着手の日から令和９年２月２８日とする。 

 （補助率及び補助金の額） 

第６条 補助率及び補助金の額は、別に定めるところによる。 

 （申請区分の選択） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者は、交付申請にあたり、第２条

第１項各号のいずれかの区分を選択するものとする。 

２ 前項の規定により選択する区分は、当該補助事業の主たる内容に基づ

き決定するものとする。 

 （交付申請及び事前相談） 

第８条 補助金の交付を受けようとする補助対象者（以下「申請者」とい

う。）は、石見銀山世界遺産登録２０周年・発見５００年記念観光事業

補助金交付申請書（様式第１号）に必要書類を添えて、市長に申請しな

ければならない。 

２ 申請者は、前項の規定による申請を行う前に、事業内容について市へ

事前相談を行わなければならない。 

 （交付決定前の事業着手） 

第９条 申請者は、やむを得ない理由により補助金の交付決定前に補助事

業に着手する必要があるときは、石見銀山世界遺産登録２０周年・発見

５００年記念観光事業補助金交付決定前事業着手承認申請書（様式第２

号）を前条に規定する補助金交付申請書に添えて、市長に提出しなけれ

ばならない。 

２ 第１項の規定により補助事業に着手した場合であっても、当該事業が

補助金の交付決定を受けられないことがあることについて、申請者はあ

らかじめ了承するものとする。 

３ 補助金の交付決定前に補助事業に着手した場合において生じた損失等

については、市はその責めを負わないものとする。 

 （交付決定） 

第１０条 市長は、第８条第１項の規定による申請があったときは、その

内容が補助金の交付資格を有するか審査の上、補助金の交付の可否を決

定し、その結果を石見銀山世界遺産登録２０周年・発見５００年記念観

光事業補助金交付決定通知書（様式第３号）により申請者に通知するも

のとする。この場合において、前条第１項の規定による申請を承認する



ときは、当該通知においてその旨を付記するものとする。また、審査の

結果、不採択となった場合は石見銀山世界遺産登録２０周年・発見５０

０年記念観光事業補助金不交付決定通知書（様式第４号）により通知す

るものとする。 

２ 交付決定にあたっては、必要に応じて条件を付すことができる。 

 （補助事業の変更等） 

第１１条 補助金の交付決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）

は、補助事業の内容、経費の配分その他補助事業の実施に関し重要な変

更をしようとするとき、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようと

するときは、速やかに石見銀山世界遺産登録２０周年・発見５００年記

念観光事業補助金変更等承認申請書（様式第５号）を提出し、市長の承

認を受けなければならない。ただし、市長が軽微な変更と認める場合は

この限りでない。 

２ 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査の上、必要があ

ると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を変更し、又は取

り消すことができる。 

３ 市長は、前項の規定により変更を承認する場合は石見銀山世界遺産登

録２０周年・発見５００年記念観光事業補助金変更等交付決定通知書（

様式第６号）により、交付決定者に通知するものとする。 

４ 前項の規定により補助事業の内容の変更、中止又は廃止があった場合

において、既に補助金が交付されているときは、市長は、必要に応じて、

その全部又は一部の返還を命ずることができる。 

 （実績報告） 

第１２条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、別に定める期限ま

でに石見銀山世界遺産登録２０周年・発見５００年記念観光事業実績報

告書（様式第７号）を市長に提出しなければならない。 

２ 他の補助制度を併用した場合は、当該補助制度にて交付決定を受けた

補助対象経費が分かるものを提出しなければならない。 

 （補助金の額の確定） 

第１３条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、

必要な検査を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が適正であると

認められたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知

書（様式第８号）により交付決定者に通知するものとする。 



２ 市長は、交付決定者に交付すべき補助金等の額が確定した場合におい

て、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、交付決定者

に対し補助金等返還命令書（様式第９号）により期限を定めてその返還

を命ずるものとする。 

 （補助金の請求） 

第１４条 交付決定者は、補助金の支払いを受けようとするときは、石見

銀山世界遺産登録２０周年・発見５００年記念観光事業補助金概算払及

び精算払請求書（様式第１０号）を市長に提出しなければならない。 

 （補助金の支払） 

第１５条 市長は、第１３条の規定により補助金の額を確定した後、交付

決定者からの請求に基づき、補助金を支払うものとする。 

２ 補助金の支払いは、原則として精算払とする。ただし、事業の円滑な

実施のため必要があると市長が認めるときは、補助金の全部又は一部を

概算払することができる。 

 （補助金の返還等） 

第１６条 市長は、交付決定者が虚偽の申請その他不正の行為により補助

金の交付を受けたと認めるとき、又は補助事業が第２条第１項各号に掲

げる区分若しくは同条第２項各号に掲げる要件を満たさない事実が判明

したときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。 

 （実施状況の報告） 

第１７条 市長が必要と認め、補助事業の遂行状況の報告を求めた場合は、

交付決定者は、石見銀山世界遺産登録２０周年・発見５００年記念観光

事業実施状況報告書（様式第１１号）により、報告をしなければならな

い。 

 （補助金の経理等） 

第１８条 交付決定者は、補助金に係る経理についての収支の事実を明確

にした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を事業が完了した日の属

する会計年度の終了後５年間保存しなければならない。 

 （事業名の明示） 

第１９条 交付決定者は、補助事業により作成する広告物（チラシ、ポス

ター、パンフレット等）において、本事業が市の補助金により実施され

ている旨が分かるよう事業名「石見銀山世界遺産登録２０周年・発見５

００年記念観光事業補助金」を明示するとともに、市が指定するロゴマ



ークを掲載しなければならない。 

２ 交付決定者は、前項の広告物を作成しようとするときは、あらかじめ

その内容（デザイン案等）について市の確認（校正）を受けなければな

らない。 

３ 事前確認を受けず、又は不適切な表示のまま広告物を作成した場合、

市長は当該経費を補助対象外とし、又は補助金の返還を命ずることがで

きる。 

 （その他） 

第２０条 本要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

   附 則 

 １ この告示は、令和８年５月１５日から施行し、令和８年４月７日か

ら適用する。 

 ２ この告示は、令和９年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、

同日までに交付の決定がなされた補助金については、同日後もなおそ

の効力を有する。 


